
被災者の経営・生

活支援制度を紹介
熊本民商は「災害対策本部

ニュース」を作成し、被災した方

や中小業者が使える経営・生活支

援の制度を紹介しています。住宅

の全・半壊世帯には最高で３００

万円が支給されます。住民票とり

災証明書を取得し市町村へ申請す

ることなどを伝えています。「資

金繰り支援」では政策金融公庫の

災害復旧貸付、保証協会のセーフ

ティーネット４号での保証制度な

どを伝えています。

全国から支援広がる！励ましを受け

被災地民商奮闘中！
地震発生から 2週間が経過し、甚大な被害の状況が明らか

になってきました。まだ避難所には４万８０００人もの方が

避難し、再建、復旧の見通しは立っていません。

以下、熊本県連ニュースより。

震災直後から支援物資の配送、義援金、激励の電話など熊

本県内の被災地民商は感激しています。特に、物流がストッ

プする中、片道６、7時間もかけて支援物資を運んでいただ

いた九州各県連、民商のみなさんには感謝でいっぱいです。

全国からも支援物資が届き始めて、集積場の熊本民商の事務

所は一時満杯状態になりましたが、すぐにはけて徐々に少な

くなっています。物資の第２次呼びかけをどうしようか検討

しています。（ライフラインの復旧に伴って要望の品が変

わってくるので）

幸い、会員の中で死亡や重傷者は今のところいません。し

かし、避難所くらしや車中泊の会員も多数いて実態がつかみ

にくい状況です。一人ひとりの会員に寄り添い、生活・営業

再建再開に向けて連日奮闘中です。

いま、できることから始めよう！

左京民商では救援募金に取り組むことを決めました。
下記口座に直接振り込んでいただくか、民商の事務所に持参してください。

ゆうちょ銀行　（店名）七一八（店番）７１８
（番号）２０４５８１８　（口座名義）クマショウレン

※なるべく民商でまとめて送金しようと思っていますが、直接、送金された方は事務所まで一報いただけると幸

いです。人数や金額等の集計をしています。

熊本地震 災害救援募金のお願い


